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社会福祉法人磐田市社会福祉協議会表彰規程実施要領 

 

（総則） 

第１条  この要領は、社会福祉法人磐田市社会福祉協議会（以下「本会」という。）表彰規程（以

下「表彰規程」という。）の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（表彰候補者の資格） 

第２条 表彰候補者は、次に掲げる要件を備えているものとする。 

１ 民生委員児童委員及び保護司  

 ⑴ 当該年度当初において、民生委員児童委員及び保護司として現職であること。 

 ⑵ 民生委員児童委員又は保護司として９年以上の在職期間があること。ただし、民生委員児童

委員と保護司を兼ねている者で、既に民生委員児童委員又は保護司として会長表彰を受けた者

は対象外とする。 

２ 社会福祉法人の役員及び社会福祉施設、事業所の従事者 

 ⑴ 社会福祉法人及び社会福祉施設、事業所は、社会福祉法第２条又は厚生労働省及び静岡県通 

知による社会福祉事業を経営する社会福祉法人及び社会福祉施設、事業所（以下「社会福祉施

設」という。）をいう。 

⑵ 当該年度当初において、社会福祉施設の役員及び職員として現職であること。 

⑶ 役員は、理事及び監事であること。 

⑷ 社会福祉施設における在職期間が、役員は９年以上、従事者は施設長については９年以上、

その他の従事者については１４年以上（施設長としての在職期間を有する者は、その期間の１．

５倍を加算できる。）であること。 

３ 社会福祉事業団体の役員及び従事者 

⑴ 社会福祉事業団体は、県組織の社会福祉事業団体及びこの団体の構成員となる市単位で組織 

されている団体をいう。 

 ⑵ 前号によるほか特に本会会長（以下「会長」という。）が認める団体 

⑶ 当該年度当初において、社会福祉事業団体の役員及び従事者として現職であること。 

⑷ 役員は、理事及び監事であること。 

 ⑸ 社会福祉事業団体における在職期間が、役員は９年以上、従事者は１４年以上であること。 

４ 本会の役員及び職員 

  ⑴ 当該年度当初において、本会の役員として現職であること。 

⑵ 役員は、理事及び監事であること。 

⑶ 本会における在職期間が９年以上であること。 

５ 里親 

里親登録後９年以上で里子の養育期間が通算４年以上の者 

６ 優良社会福祉施設及び社会福祉事業団体 

⑴ 社会福祉施設及び県組織の社会福祉団体及びこの団体の構成員となる市単位で組織されてい

る団体であること。 

  ⑵ 事業成績優良であり、他の範とするに足ると認められるものであること。 
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７ 身体障害者及び母子世帯自立更生者 

⑴ 身体障害者及び母子世帯になってから９年以上自立更生に努めている者であること。 

⑵ 身体障害者の範囲は、当該年度当初において、身体障害者手帳４級以上の認定を受けている 

者であること。 

⑶ 知的障害者の範囲は、当該年度当初において、知的障害者手帳B１以上の認定を受けている者 

であること。 

⑷ 母子世帯の範囲は、当該年度当初において、年齢２０歳未満の子供を養育している者又は夫 

が病気等により就労できず、配偶者が夫に代わり９年以上にわたって子供の養育に努めている 

者であること。 

⑸ 現在、自立更生に努めている者であること。 

８ 社会福祉事業協力者（ボランティア） 

 社会福祉事業に対して、ボランティア活動等により９年以上継続して活動している個人又は団体 

９ 優良社会福祉地域 

⑴ 本会の認知する地区社会福祉協議会であって、地域福祉活動を５年以上継続して実施してい 

ること。 

⑵ 地区自治会又は単位自治会内に福祉部等を設置し、地域福祉活動を５年以上継続して実施し、

他の範とするに足ると認められるものであること。 

10 社会福祉事業功労者 

   次に掲げる一に該当する者とする。 

⑴ 在宅重度心身障害児者又は在宅寝たきり老人を５年以上、かつ当該年度当初において、現に 

介護している者であること。 

⑵ 身体障害者相談員、知的障害者相談員及び母子福祉協力員等として１０年以上にわたり活動 

し、当該年度当初において、現職にある者 

⑶ 同条第１項から第９項並びに同項第１号から第２号に掲げるもののほか、社会福祉事業に特 

に功労があり、その功績が顕著であると会長が認めた者 

11 その他社会福祉功労協力援助者 

その他、社会福祉への功労又は団体活動として表彰することが適当であると会長が認めた者 

（対象除外） 

第３条 既往において、次の各号の一に該当するものは表彰の対象から除外する。 

 ⑴ 社会福祉関係功労で叙勲、藍綬褒章又は黄綬褒章を受けた者 

  ⑵ 社会福祉関係功労で厚生労働大臣又は静岡県知事の表彰を受けた者 

  ⑶ 全国社会福祉協議会会長、県社会福祉協議会会長又は郡市町村社会福祉協議会会長の表彰を

受けた者 

  ⑷ 刑罰等を受けた者 

（勤続及び従事等の年数算定） 

第４条  候補者の勤続及び従事等の年数算定は、次のとおりとする。 

⑴ 勤続年数及び現在時の基準は、原則として当該年度の４月１日現在で算定する。ただし、民

生委員児童委員功労者に関しては、同委員の改選年度に限り、当該年度の１１月３０日現在で

算定することができる 
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⑵ 在職期間が中断されている場合は、その在職期間を通算することができる 

⑶ 合併前の在職期間は、通算するものとする 

２ 在職期間の通算は、特に定めるものを除き、表彰規程及びこの要領に定める表彰資格の範囲内

とする。 

（感謝状の贈呈） 

第５条  感謝状の贈呈は、表彰規程第２条第１０号の規定に基づき、社会福祉施設、社会福祉事業

団体及び民生委員児童委員活動等の社会福祉活動で、労力的、経済的又はその他の方法により、

積極的に協力援助している次の各号の一に該当するものに対してこれを行う。 

⑴ 半日以上にわたる労力活動を単位として、年間６回以上にわたり、かつ３年以上継続して協

力援助した個人及び団体 

⑵ 年間２０万円以上の金額又はこれに相当する物品を協力援助した企業及び団体 

⑶ 年間１０万円以上の金額又はこれに相当する物品を協力援助した個人又は会長が特に認めた

者 

⑷ 会長が各種活動において特に必要と認めた者   

（候補者の推薦） 

第６条  表彰等の候補者を推薦する者は、次の各号に掲げる者とする。 

 ⑴ 民生委員児童委員及び保護司功労表彰  民児協会長、保護司会長 

⑵ 社会福祉施設の役員及び従事者功労表彰  団体長、施設長 

⑶ 社会福祉事業団体の役員及び従事者功労表彰  団体長 

⑷ 本会の役員功労表彰 会長 

⑸ 里親表彰  児童相談所長 

⑹ 優良社会福祉施設及び社会福祉事業団体表彰  会長 

⑺ 身体障害者及び母子世帯等自立更生者表彰  民生委員児童委員、団体長 

⑻ 社会福祉事業協力者（ボランティア）表彰  会長、ボラ連会長、施設長 

⑼ 優良社会福祉地域表彰  会長、民児協会長、自治会連合会長 

⑽ 社会福祉事業功労者  会長、民生委員児童委員、団体長、施設長 

⑾ その他社会福祉功労協力援助者  会長 

第７条  この要領に定める推薦は、次に掲げる様式による。 

⑴ 民生委員児童委員及び保護司功労表彰  様式第１号 

⑵ 社会福祉施設の役員及び従事者功労表彰  様式第２号 

⑶ 社会福祉事業団体の役員及び従事者功労表彰  様式第３号  

⑷ 本会の役員功労表彰  様式第４号 

⑸ 里親表彰  様式第５号 

⑹ 優良社会福祉施設及び社会福祉事業団体表彰  様式第６号  

⑺ 身体障害者及び母子世帯等自立更生者表彰  様式第７号  

⑻ 社会福祉事業協力者（ボランティア）表彰  様式第８号の１、２  

⑼ 優良社会福祉地域表彰  様式第９号 

⑽ 社会福祉事業功労者  様式第１０、１１号 

⑾ その他社会福祉功労協力援助者  様式第１２号 
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（被表彰者の決定） 

第８条  会長は、前条により推薦された候補者を、本会理事会に諮り審査のうえ決定する。 

（推薦の時期） 

第９条  この要領に定める推薦書の提出期限は、別に定める。 

（委任） 

第１０条 この要領の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

     附 則   

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則   

この要領は、平成２２年１０月１５日から施行し、平成２２年度の表彰から適用する。 


